
福 山 市 民 病 院 屋 上 ヘ リ ポ ー ト 運 用 開 始 支 援 業 務 委 託 仕 様 書  

 

福 山 市 民 病 院（ 以 下「 発 注 者 」と い う ）に お け る 新 本 館 建 設 に 伴

う 屋 上 ヘ リ ポ ー ト 運 用 開 始 支 援 業 務 委 託 （ 以 下 「 本 業 務 」 と 言 う ）

に つ い て は 、 本 仕 様 書 に も と づ い て 実 施 す る も の と す る 。   

  

１  件   名   福 山 市 民 病 院 屋 上 ヘ リ ポ ー ト 運 用 開 始 支 援 業 務  

委 託  

 

２  履 行 場 所   福 山 市 民 病 院 及 び 当 院 が 指 定 す る 場 所  

 

３  契 約 期 間  契 約 締 結 日 か ら ２ ０ ２ ６ 年（ 令 和 ８ 年 ）９ 月 ３ ０ 日

ま で  

       ※ 詳 細 は 協 議 の う え と す る 。  

 

４  業 務 内 容  

(１ )打 合 せ  

  発 注 者 打 合 せ ３ 回 （ 初 回 ・ 中 盤 ・ 終 盤 ）  

※ 受 注 者 は 、 初 回 打 合 せ 時 に 本 業 務 工 程 表 を 提 出 す る 。  

※ 監 理 者 ・ 施 工 者 打 合 せ を 兼 ね る こ と が で き る 。  

(２ )ヘ リ ポ ー ト 運 用 開 始 支 援 （ 発 注 者 打 合 せ 時 期 に 併 せ て 実 施 ）  

a． ヘ リ ポ ー ト 運 用 方 法 説 明 １ 回 （ 説 明 先 は 発 注 者 ）  

b． 運 用 規 定 （ 案 ） 作 成  

c． 運 用 ま で の 工 程 表 （ 案 ） 作 成  

d． ヘ リ コ プ タ ー 訓 練 説 明 及 び 訓 練 調 整  

訓 練 候 補  １ ） 広 島 県 ド ク タ ー ヘ リ コ プ タ ー  

２ ） 広 島 県 防 災 ヘ リ コ プ タ ー  

３ ） 広 島 市 消 防 ヘ リ コ プ タ ー  

４ ） 海 上 保 安 庁 救 難 ヘ リ コ プ タ ー  

５ ） 広 島 県 警 察 ヘ リ コ プ タ ー  

６ ）岡 山 県 ド ク タ ー ヘ リ コ プ タ ー（ 協 議 の う え ）  

※ 訓 練 依 頼 は 発 注 者 が 実 施  



e． 所 轄 消 防 本 部 及 び 警 察 署 協 議  

屋 上 ヘ リ ポ ー ト 運 用 開 始 説 明 （ 案 内 程 度 ）  

（ ３ ） 航 空 局 申 請 図 書 （ 飛 行 場 外 離 着 陸 場 ） 作 成 等  

屋 上 ヘ リ ポ ー ト の 工 事 終 了 後 に 下 記 の 検 査 を 行 い 、航 空 局 申  

請 図 書 を 作 成 し 、 発 注 者 へ 提 出 す る 。  

a． ヘ リ ポ ー ト 完 成 検 査 １ 回 （ ヘ リ ポ ー ト 周 辺 障 害 物 共 ）  

b． 現 地 調 査 １ 回 （ ヘ リ ポ ー ト 周 辺 ５ ０ ０ ｍ 以 上 ）  

c． 昼 間 及 び 夜 間 用 飛 行 場 外 離 着 陸 場 申 請 図 書 作 成  

※ 申 請 図 書 作 成 に 必 要 な 設 計 図 書 及 び 構 造 計 算 書 は 、 発 注 者   

よ り 無 償 提 供 と す る 。  

※ 上 記 a に て 航 空 法 に 合 致 し な い 部 分 は 、 書 面 に て 発 注 者 へ

報 告 す る 。  

是 正 の 目 途 が 立 つ ま で 上 記 c は 実 施 し な い こ と 。  

※ 広 島 県 ド ク タ ー ヘ リ （ 広 島 大 学 病 院 ） の 訓 練 着 陸 を 確 認 の

う え 本 業 務 を 完 了 と す る 。  

（ ４ ） 成 果 品 提 出  

a． 各 種 （ プ リ ン ト し た 物 ・ Ａ ４ サ イ ズ （ 図 面 Ａ ３ ） ×１ 式  

b． 電 子 版 資 料 （ Ｐ Ｄ Ｆ ・ Ｃ Ｄ ― Ｒ 等 ） ×１ 式  

  

５  資 料 提 供 と 管 理  

（ １ ）発 注 者 は 、受 注 者 に 対 し 本 業 務 を 実 施 す る う え で 必 要 な 資 料  

を 無 償 で 貸 与 し 、 ま た は 開 示 す る こ と に よ り 提 供 す る 。  

（ ２ ）受 注 者 は 、発 注 者 か ら 提 供 さ れ た 資 料 を 、善 良 な 管 理 者 の 注  

意 義 務 を も っ て 管 理 保 管 し 、か つ 委 託 業 務 以 外 の 用 途 に 使 用  

し な い も の と す る 。  

（ ３ ）受 注 者 は 、原 則 、資 料 の 複 製 を 禁 止 、委 託 業 務 の 履 行 場 所 か  

ら 持 ち 出 さ な い も の と す る 。但 し 、発 注 者 の 承 諾 を 与 え た 場  

合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

（ ４ ）資 料 が 本 業 務 を 実 施 す る う え で 不 要 と な っ た 場 合 、受 注 者 は  

発 注 者 に 対 し 、 遅 滞 な く 当 該 資 料 を 返 還 す る も の と す る 。  

 

６  機 密 保 持  



本 業 務 に 関 す る 機 密 保 持 に か か る 条 件 は 以 下 の と お り と す る 。  

（ １ ）受 注 者 は 、本 業 務 の 実 施 過 程 で 発 注 者 が 作 成 し た 情 報 を 本 業  

務 の 目 的 以 外 に 使 用 ま た は 第 三 者 に 開 示 も し く は 漏 洩 し て  

は な ら な い も の と し 、 そ の た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る 。  

（ ２ ）受 注 者 は 、本 業 務 の 実 施 に あ た り 発 注 者 か ら 入 手 し た 資 料 等  

に つ い て は 、 適 切 に 管 理 す る こ と 。  

（ ３ ）受 注 者 は 、本 業 務 に お い て 取 扱 う 情 報 の 漏 え い 、改 ざ ん 、滅  

失 等 が 発 生 す る こ と を 防 止 す る 観 点 か ら 情 報 の 適 正 な 保 護 ・ 

管 理 対 策 を 実 施 す る こ と 。  

万 一 、情 報 の 漏 え い 、改 ざ ん 、滅 失 等 が 発 生 し た 場 合 に 実 施  

す べ き 事 項 お よ び 手 順 等 を 明 確 に す る と と も に 事 前 に 発 注  

者 に 提 出 す る こ と 。  

ま た 、 そ の よ う な 事 態 が 発 生 し た 場 合 は 、 発 注 者 へ 報 告 し  

当 該 手 順 等 に も と づ き 可 及 的 速 や か に 修 復 す る こ と 。  

尚 、受 注 者 の 故 意 ま た は 過 失 を 問 わ ず 、情 報 の 漏 え い 、改 ざ  

ん 、滅 失 等 が 発 生 し 、発 注 者 が 損 害 を 被 っ た 場 合 は 、受 注 者  

は 発 注 者 に 対 し て 損 害 賠 償 の 責 め を 負 う も の と す る 。  

 

７  調 整 要 件  

本 業 務 に 当 た り 、工 事 関 連 業 者 と 調 整 が 必 要 な 場 合 は 、発 注 者 の  

承 認 を 得 た う え で 積 極 的 に 行 う こ と 。  

 

８  検 収  

（ １ ）受 注 者 は 、契 約 期 限 満 了 日 ま で に 成 果 物 を そ の 内 容 の 検 収 の  

た め 発 注 者 に 提 出 す る も の と し 、発 注 者 の 定 め る 方 法 で 検 収  

を 行 う 。  

（ ２ ）前 項 の 検 収 の 結 果 が 本 仕 様 書 に 適 合 し な い 場 合 に は 、そ の 旨  

を 受 注 者 に 通 知 し 、受 注 者 は 、直 ち に 修 正 等 必 要 な 措 置 を 講  

じ 、 再 度 前 項 の 検 収 を 受 け る こ と 。  

（ ３ ）発 注 者 は 検 収 を 行 っ た 結 果 が 本 仕 様 書 に 適 合 し た 場 合 は そ の  

旨 を 受 注 者 に  通 知 し 、 そ の 通 知 を も っ て 検 収 完 了 と す る 。  

 



 

９  費 用 の 支 払 い に つ い て  

発 注 者 は 前 項 に 定 め る 確 認 完 了 後 、受 注 者 の 請 求 に も と づ き 一 括  

で 支 払 う も の と す る 。  

 

１ ０  再 委 託  

本 業 務 の 実 施 に 当 た り 他 の 事 業 者 に 再 委 託 し な い こ と 。  

但 し 、 や む を 得 ず 業 務 を 再 委 託 す る 場 合 に お い て は 、 事 前 に

再 委 託 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 後 、 発 注 者 の 承 認 を

得 る こ と 。  

尚 、受 注 者 は 、再 委 託 先 と 再 委 託 業 務 に 関 わ る 守 秘 義 務 契 約 を

締 結 し 、本 業 務 に 関 わ る 全 て の 情 報 が 適 正 に 管 理 さ れ て い る か 監

督 を 行 う こ と 。再 委 託 範 囲 は 、受 注 者 が 責 任 を 果 た せ る 範 囲 内 と

し 、再 委 託 に 問 題 が 生 じ た 場 合 は 受 注 者 の 責 任 に お い て 対 応 す る 。 

 

１ １  業 務 実 施 上 の 留 意 事 項  

（ １ ）受 注 者 は 、本 業 務 の 実 施 に あ た り 、設 計 の 内 容 を 十 分 理 解 す  

る と と も に 本 事 業 に 係 る 関 係 諸 法 令 お よ び 関 連 条 例 等 の 遵  

守 を 徹 底 す る こ と 。  

（ ２ ）受 注 者 は 、本 業 務 に お い て 発 注 者 の 方 針 や 意 向 を 十 分 に 理 解  

し 、関 連 す る 各 分 野 に お け る 専 門 性 の 高 い 技 術 力 を 有 す る 者  

を 適 切 に 配 置 し 、業 務 に あ た る と と も に 良 質 か つ 安 定 的 な 支  

援 を 提 供 す る こ と 。  

（ ３ ）受 注 者 は 、常 に 発 注 者 の 支 援 者 と し て の 立 場 に 立 ち 、発 注 者  

の 利 益 を 守 る こ と を 最 大 の 任 務 と 捉 え 、本 業 務 を 実 施 す る と  

と も に 、契 約 期 間 中 、発 注 者 と の 高 い 信 頼 関 係 お よ び 倫 理 性  

の 保 持 を 徹 底 す る こ と 。  

（ ４ ）受 注 者 は 、本 業 務 の 実 施 に 関 し 、疑 義 が 生 じ た 場 合 に は 、速  

や か に 発 注 者 と 協 議 を 行 う こ と 。  

   ま た 、本 業 務 の 遂 行 に 当 た り 、発 注 者 の 方 針 や 意 向 を 満 足 す  

る 上 で 、発 注 者 が 必 要 と 考 え る も の に 関 し て は 、本 業 務 に 含  

ま れ る も の と し て 遅 滞 な く 遂 行 す る こ と 。  



（ ５ ）本 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 及 び 疑 義 が 生 じ た 場 合 に は 、発 注  

者 お よ び 受 注 者 は 、信 義 に 従 い 誠 意 を も っ て 協 議 し 、こ れ を  

解 決 す る も の と す る 。  


